
再振替

納入通知書発送：検針月の翌月上旬

納 入 期 限：検針月の翌月25日

口 座 振 替：検針月の翌月10日

再 振 替：検針月の翌月25日

（翌月10日に振替ができなかった場合）

令和7年11月以降、上下水道料金の請求が隔月請求に変わります

毎月請求している水道料金と下水道使用料を、令和7年1１月以降、2か月分
を１回にまとめて請求します。

【料金の納入について】

現在

※料金計算の方法は変わりません。（使用量に応じて現在の料金表に基づき水道料金を計算します。）

【下水道をご利用の方は】

変更後

検針月 検針翌月

1日 20日頃 27日 10日 20日頃 27日

納付書発送 口座振替日 納入期限 納付書発送 口座振替日

検針月 検針翌月

1日 10日上旬 25日

納付書発送 口座振替日

（1か月分） （1か月分）

（2か月分）

【イメージ図】

1２月請求（1１月検針分）から実施します。

下水道使用料も水道料金請求に合わせて隔月請求に変わります。

よろしくお願いします。

（1か月分） （1か月分）

（2か月分） 再振替

納入期限

検針期間

検針期間

【上水道】佐賀西部広域水道企業団 料金課 TEL0952-68-2225

【下水道】白石町役場 生活環境課 下水庶務係 TEL0952-84-7118

【お問い合わせ先】


